
第１４３号議案 

   足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年足立区条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「第５条から第１２条の２まで」を「第４条の３」に

改める。 

 第４条の２の次に次の１条を加える。 

 （一般の退職手当） 

第４条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第１２条の

２までの規定により計算した退職手当の基本額に、第１２条の３の規

定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 

 第５条の見出しを「（普通退職の場合の退職手当の基本額）」に改め、

同条第１項各号列記以外の部分中「退職手当の額」を「退職手当の基本

額」に、「以下「調整額」という」を「以下「給料の調整額」という」

に、「以下同じ」を「以下「退職日給料月額」という」に改め、同条第

２項中「その者の退職の日における給料月額」を「退職日給料月額」に、

「当該給料月額に５０を」を「その」に、「退職手当の額」を「退職手

当の基本額」に改める。 

 第７条の見出しを「（定年退職等の場合の退職手当の基本額）」に改

め、同条第１項各号列記以外の部分中「退職手当の額」を「退職手当の

基本額」に、「退職の日におけるその者の給料月額」を「退職日給料月

額」に改め、同条第２項中「その者の退職の日における給料月額」を「退

職日給料月額」に、「当該給料月額に５９．２を」を「その」に、「退

職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。 



 第８条の見出しを「（整理退職等の場合の退職手当の基本額）」に改

め、同条第１項中「又はその意に反して」を「、又はその意に反して」

に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「退職の日における

その者の給料月額」を「退職日給料月額」に改め、同条第２項各号列記

以外の部分及び第５項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改

める。 

 第９条の２の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、

同条中「並びに第８条第１項及び第５項」を「、第８条第１項並びに次

条第１項第１号及び第２号」に、「これらの規定中「給料月額」とある

のは、「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属

する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数１年につき１００分の

２を乗じて得た額の合計額」」を「次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

の」に改め、同条に次の表を加える。 

読み替え

る規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第７条及

び第８条

第１項 

退職日給料

月額 

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者

に係る定年と退職の日の属する会計年度の末

日の年齢との差に相当する年数１年につき１

００分の２を乗じて得た額の合計額 

第９条の

３第１項

第１号 

及び特定減

額前給料月

額 

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給

料月額にその者に係る定年と退職の日の属す

る会計年度の末日の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の２を乗じて得た額の

合計額 

第９条の

３第１項

第２号 

退職日給料

月額に、 

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者

に係る定年と退職の日の属する会計年度の末

日の年齢との差に相当する年数１年につき１



  ００分の２を乗じて得た額の合計額に、 

第９条の

３第１項

第２号イ 

前号に掲げ

る額 

その者が特定減額前給料月額に係る減額日の

うち も遅い日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したものとし、かつ、

その者の同日までの勤続期間及び特定減額前

給料月額を基礎として、第５条から第８条ま

での規定により計算した場合の退職手当の基

本額に相当する額 

 第９条の２の次に次の１条を加える。 

 （給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことが

ある場合の退職手当の基本額に係る特例） 

第９条の３ 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定（給

料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による

改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。

以下同じ。）以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことが

ある場合において、当該理由が生じた日（以下「減額日」という。）

における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の

給料月額のうち も多いもの（以下「特定減額前給料月額」という。）

が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基

本額は、第５条から第８条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る額の合計額とする。 

 （１） その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち も遅い日

の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月

額を基礎として、第５条から第８条までの規定により計算した

場合の退職手当の基本額に相当する額 

 （２） 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控

除した割合を乗じて得た額 

    ア その者に対する退職手当の基本額が第５条から第８条まで



の規定により計算した退職手当の基本額であるものとした場

合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する

割合 

    イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合 

２ 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職（一般の退職手当が支

給されることとなる退職に限る。）の日以前の期間のうち、次の各号

に掲げる期間をいう。 

 （１） 職員としての引き続いた在職期間 

 （２） この条例の規定により職員としての引き続いた在職期間に含

むものとされた在職期間又は引き続くものとみなされた在職期

間 

 第１０条の見出し中「退職手当」を「一般の退職手当」に改め、同条

中「又は第８条第１項」を「、第８条第１項又は第１２条の３」に、「う

え」を「上」に、「退職手当」を「一般の退職手当」に改める。 

 第１２条の２の見出し中「調整額」を「調整額等」に、「退職手当」

を「退職手当の基本額」に改め、同条第１項中「において」を「までの

規定において」に、「調整額」を「給料の調整額」に、「退職手当の額」

を「退職手当の基本額」に改め、同条第２項中「第７条」を「第８条」

に、「において」を「までの規定において」に、「退職手当の額」を「退

職手当の基本額」に改め、同条第３項中「勤続期間」を「在職期間」に、

「調整額及び教職調整額」を「給料の調整額及び教職調整額」に、「調

整額等」を「給料の調整額等」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （退職手当の調整額） 

第１２条の３ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者に対し

て、次項の規定により付与されたポイントのうち、評価期間における

ものを合計したものに第５項に定める退職手当の調整額の単価を乗じ

て得た額とする。 

２ 任命権者は、職員に対し、当該職員が属する次の各号に掲げる職員

の区分に応じて当該各号に定める数（以下「ポイント」という。）を



会計年度ごとに確定し、これを付与する。この場合において、当該職

員に、地方公務員法第２８条の規定による休職、同法第２９条の規定

による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）第２条第１項の規定による育児休業（以下「育児休業」と

いう。）、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１

項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実

に職務に従事することを要しない期間のある月（現実に職務に従事す

ることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。）が

ある場合その他規則で定める事由がある場合は、当該ポイントについ

て、規則で定めるところにより必要な調整を行う。 

 （１） 第１号区分 ２４０ 

 （２） 第２号区分 １９０ 

 （３） 第３号区分 １４０ 

 （４） 第４号区分 ９０ 

 （５） 第５号区分 ７０ 

 （６） 第６号区分 ６０ 

 （７） 第７号区分 ５０ 

 （８） 第８号区分 零 

３ 前項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、

困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。 

４ 第１項の評価期間とは、退職（退職手当の基本額が支給されること

となる退職に限る。以下この項において同じ。）をした者の基礎在職

期間（第９条の３第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）

のうち、退職をした日の属する会計年度を含む２０年度間（退職をし

た日が当該退職をした会計年度の初日から２月末日までである場合は

２１年度間）をいう。 

５ 退職手当の調整額の単価は、１，０００円とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額に関し必要な事項は、

任命権者が定める。 



 第１３条第１項中「退職手当」を「退職手当の基本額」に、「職員と

して」を「職員としての」に改め、同条第３項中「第１４条」を「次条

第１項」に改め、同条第４項中「地方公務員法第２８条の規定による休

職、同法第２９条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の規定による育児休業、

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の規定によ

る大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事す

ることを要しない期間のある月（現実に職務に従事することを要する日

のあつた月を除く。）」を「休職月等」に改め、「２分の１」の次に「（育

児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間に限り３分の

１）」を加え、同条第６項ただし書中「退職手当」を「退職手当の基本

額」に改め、同条第７項中「第８条第２項」を「第８条第２項の規定に

よる退職手当の基本額」に改める。 

 第１４条に次の１項を加える。 

２ 一般の退職手当のうち、第１２条の３の規定により計算した退職手

当の調整額に相当する部分は、退職手当の基本額が支給されない者に

は支給しない。 

 第１７条第１項中「第１０条に定められた」を「第１０条の規定によ

る」に、「退職手当の額」を「一般の退職手当の額」に改め、同条第２

項中「退職手当を」を「一般の退職手当を」に、「、前項後段」を「、

同項後段」に、「退職手当の額から」を「一般の退職手当の額から」に、

「退職手当の額が」を「一般の退職手当の額が」に、「前条の規定によ

る退職手当の額以下」を「同条の規定による退職手当の額以下」に、「退

職手当は」を「一般の退職手当は」に改め、同条第３項中「在職期間（そ

の退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第１７条の３第１

項において同じ。）」を「基礎在職期間」に改める。 

 第１７条の２第１項及び第５項並びに第１７条の３第１項中「在職期

間」を「基礎在職期間」に改める。 

 第１９条ただし書中「勤続期間」を「在職期間」に改める。 



 付則第８項中「調整額」を「給料の調整額」に改め、「規則で定める

額 」の次に「と、その者が も長期間にわたり支給を受けていた給料

の調整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか多い額のもの」を

加える。 

） 

 付則に次の４項を加える。 

９ 先に職員として在職し、裁判所法（昭和２２年法律第５９号）に基

づく司法修習生となるため退職した者が司法修習生の修習を終えたの

ち、他に就職することなく再び職員となつた場合の第１３条の規定に

よる在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、あと

の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。 

１０ 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する一般の退

職手当の額は、第５条から第１２条の３までの規定により計算して得

た額から先の職員としての在職期間について支給を受けた一般の退職

手当の額を控除した額とする。 

１１ 第１３条第５項の規定による先の職員としての在職期間及び都職

員等の在職期間について、この条例の規定による退職手当に相当する

給与の支給を受けた者の退職手当の基本額は、第５条から第１２条の

２までの規定にかかわらず退職日給料月額に第１号に掲げる割合から

第２号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、

その額が職員としての在職期間及び都職員等の在職期間を通算しない

とした場合の退職手当の基本額に満たないときは、先の職員としての

在職期間及び都職員等の在職期間を通算しないとした場合の額とする。 

 （１） その者が第５条から第１２条の２までの規定により計算した

額の退職手当の基本額の支給を受けるものとした場合における

当該退職手当の基本額の当該退職日給料月額に対する割合 

 （２） その者が先の職員を退職した際及び都職員等を退職した際に

支給を受けた退職手当の基本額その他この条例の規定による退

職手当に相当する給与の額のその計算の基礎となつた給料月額

に対する割合 



１２ 前項に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者の第１

２条の３の規定の適用については、同項に規定する先の職員としての

在職期間及び都職員等の在職期間は、同条第４項に規定する基礎在職

期間に含まないものとする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区職員の退職手当に関する条例（以下

「新条例」という。）第４条の３（退職手当の調整額に係る部分に限

る。）、第１２条の３、第１４条第２項、付則第１０項（退職手当の

調整額に係る部分に限る。）及び付則第１２項の規定は、平成１９年

４月１日以後の退職に係る退職手当について適用する。 

３ 職員がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成１

９年３月３１日までの間に退職する場合における新条例第５条、第７

条、第８条第１項及び第９条の２の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替え

る規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第５条第

１項 

に、その を１０００分の９９１で除して得た額（１０

０円未満の端数はこれを切り捨てる。）に、

その 

第５条第

２項、第

７条及び

第８条第

１項 

退職日給料

月額 

退職日給料月額を１０００分の９９１で除し

て得た額（１００円未満の端数はこれを切り

捨てる。） 

   



第９条の

２の表第

７条及び

第８条第

１項の項 

退職日給料

月額及び退

職日給料月

額 

退職日給料月額を１０００分の９９１で除し

て得た額（１００円未満の端数はこれを切り

捨てる。）及び退職日給料月額を１０００分

の９９１で除して得た額（１００円未満の端

数はこれを切り捨てる。） 

４ 平成１９年４月１日に在職する職員には、昭和６２年度から平成１

８年度までのその職員の在職期間に応じて、新条例第１２条の３の規

定を適用したならば付与されることとなるポイントを同日に付与する。 

５ 平成１９年４月１日以後に退職する者（新条例第５条第１項の規定

に該当する者を除く。）の新条例第１２条の３第１項の規定により合

計したポイント（以下「合計ポイント」という。）が、次の表の左欄

に掲げるその者が退職した日の属する会計年度の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げるその者の基礎在職期間（新条例第９条の３第２

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の区分ごとに定める

ポイントに達しないときは、新条例第１２条の３第１項の規定にかか

わらず、当該ポイントをその者の合計ポイントとする。 

基礎在職期間  

会計

年度 

１８年未

満 

１８年以

上２０年

未満 

２０年以

上２２年

未満 

２２年以

上２４年

未満 

２４年以

上２６年

未満 

２６年以

上２８年

未満 

２８年以

上 

平成

１９

年度 

 

零 

 

 ５００ 

 

 ６００

 

 ７００

 

 ８００

 

 ９００ 

 

１０００

平成

２０

年度 

 

零 

 

 ４００ 

 

 ４８０

 

 ５６０

 

 ６４０

 

 ７２０ 

 

 ８００

平成

２１

年度 

 

零 

 

 ３００ 

 

 ３６０

 

 ４２０

 

 ４８０

 

 ５４０ 

 

 ６００

平成

２２

年度 

 

零 

 

 ２００ 

 

 ２４０

 

 ２８０

 

 ３２０

 

 ３６０ 

 

 ４００

平成

２３

年度 

 

零 

 

 １００ 

 

 １２０

 

 １４０

 

 １６０

 

 １８０ 

 

 ２００



６ 新条例第１２条の３第５項に規定する退職手当の調整額の単価は、

その者が退職した日における足立区職員の給与に関する条例（昭和５

０年足立区条例第１３号）付則第１１項及び足立区幼稚園教育職員の

給与に関する条例（平成１２年足立区条例第６０号）付則第５条の規

定による地域手当の支給割合が、次の表の左欄に掲げる割合である場

合は、新条例第１２条の３第５項の規定にかかわらず、当該右欄に定

める額とする。 

地域手当の支給割合 調整額の単価 

１００分の１３ １８０円 

１００分の１４ ３６０円 

１００分の１５ ５２０円 

１００分の１６ ６８０円 

１００分の１７ ８６０円 

７ 基礎在職期間の初日が施行日前である者の新条例第９条の３第１項

の規定の適用については、同項中「基礎在職期間」とあるのは、「基

礎在職期間（平成１９年４月１日以後の期間に限る。）」とする。 

 （委任） 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。 

 

 （提案理由） 

 退職手当制度を改正する必要があるので、この条例案を提出いたしま

す。 


